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保育人材確保事業の実施について 

 

 

地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、保育人材の確保等に必要な

措置を総合的に講じることで、待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して

育てることができる環境整備を行うため、「保育人材確保事業の実施について」

（平成 29 年４月 17 日雇児発 0417 第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）

により人材確保事業を実施してきたが、今般、当該通知を廃止し、本通知により保

育人材確保事業を定め、令和６年４月１日から適用することとしたので通知する。 

ついては、本事業の適正かつ円滑な実施に期するとともに、都道府県におかれて

は、管内市町村（特別区を含む。）に対して周知願いたい。 

なお、令和５年度末までに実施したものについては、なお従前の例による。 

 

記 

 

第１ 事業の種類 

１ 保育士資格等取得支援事業 

２ 保育士試験追加実施支援事業 

３ 保育士養成施設に対する就職促進支援事業 



 

４ 保育士宿舎借り上げ支援事業 

５ 保育人材等就職・交流支援事業  

６ 保育体制強化事業 

７ 保育補助者雇上強化事業 

８ 保育士や保育事業者等への巡回支援事業 

９ 保育士・保育所支援センター設置運営事業 

10 保育士・保育の現場の魅力発信事業 

 

第２ 事業の実施 

各事業の実施に当たっては、次によること。 

１ 保育士資格等取得支援事業実施要綱（別添１） 

２ 保育士試験追加実施支援事業実施要綱（別添２） 

３ 保育士養成施設に対する就職促進支援事業実施要綱（別添３） 

４ 保育士宿舎借り上げ支援事業実施要綱（別添４） 

５ 保育人材等就職・交流支援事業実施要綱（別添５） 

６ 保育体制強化事業実施要綱（別添６） 

７ 保育補助者雇上強化事業実施要綱（別添７） 

８ 保育士や保育事業者等への巡回支援事業実施要綱（別添８） 

９ 保育士・保育所支援センター設置運営事業実施要綱（別添９） 

10 保育士・保育の現場の魅力発信事業実施要綱（別添 10） 



 

別添４ 

 

保育士宿舎借り上げ支援事業実施要綱 

 

１ 事業の目的 

待機児童解消のため、保育を支える保育士の確保は喫緊の課題である。保育士

の宿舎を借り上げるための費用の全部又は一部を支援することによって、保育士

の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい環境を整備することを目的

とする。 

 

２ 実施主体 

実施主体は、「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村(特別

区を含む。以下同じ。)（以下、別添４において「市町村」という。）、又は、市

町村が認めた者とする。なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。 

 

３ 事業の内容 

都道府県又は市町村以外の者が運営する認可保育所、認定こども園、地域型保

育事業、認可外保育施設（「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている

市町村が実施する認可保育所もしくは地域型保育事業への移行を前提として、整

備費・改修費または賃借料の国庫補助を受けている施設に限る。）及び企業主導

型保育事業（以下「保育所等」という。）に対し、保育所等の事業者が保育士用

の宿舎を借り上げる費用の一部を補助する。 

 

４ 対象者 

本事業の対象者は保育所等に勤務する常勤の保育士（平成 24 年度以前に保育所

等が借り上げる宿舎に入居している者を除く。）のうち、保育所等に採用された

日から起算して６年以内の者とする。ただし、次に該当する市町村が実施する場

合、対象者は保育所等に採用された日から起算して５年以内の者とする。 

・ 前年度及び前々年度の１月における職業安定業務統計（厚生労働省）によ

る保育士の有効求人倍率が２未満となる職業安定所の管轄する区域に所在す



 

る市町村（ただし、令和６年度に限り、令和４年度及び令和５年度の４月１

日時点における待機児童数が 50 人以上である市町村は除く。） 

また、令和２年度、令和３年度、令和４年度又は令和５年度から本事業による

借り上げ支援を受けていた者で引き続き令和６年度も事業の対象となる者のう

ち、令和２年度、令和３年度、令和４年度又は令和５年度において「保育所等に

採用された日から起算して５年以内の者」だった者は、令和６年度も引き続き、

「保育所等に採用された日から起算して５年以内」の者とする。 

 

 

（経過措置） 

（１）①～④のいずれかに該当する市町村については、令和６年度に限り本事

業の対象者に、従前の例のとおり、次の者を加える。 

 

・ 保育所等に勤務する常勤の保育士のうち、保育所等に採用された日から起 

算して５年を超え 10 年以内の者（令和６年３月 31 日時点において、平成 29

年度から令和２年度の経過措置を含め、①～④のそれぞれの年度から引き続

き現に本事業による借り上げ支援を受けていた者に限る）。 

 

① 平成 29 年度において「保育所等に採用された日から起算して５年を超え 

10 年以内の者」も本事業の対象者であった市町村のうち、令和６年度にお

いて本事業の対象者が保育所等に採用された日から起算して５年以内又は６

年以内の者となる市町村 

② 平成 30 年度において「保育所等に採用された日から起算して５年を超え 

10 年以内の者」も本事業の対象者であった市町村のうち、令和６年度にお

いて本事業の対象者が保育所等に採用された日から起算して５年以内又は６

年以内の者となる市町村 

③ 令和元年度において「保育所等に採用された日から起算して５年を超え

10 年以内の者」も本事業の対象者であった市町村のうち、令和６年度にお

いて本事業の対象者が保育所等に採用された日から起算して５年以内又は６

年以内の者となる市町村 



 

④  令和２年度において「保育所等に採用された日から起算して５年を超え 10

年以内の者」も本事業の対象者であった市町村のうち、令和６年度において

本事業の対象者が保育所等に採用された日から起算して５年以内又は６年以

内の者となる市町村 

 

（２）令和３年度において「保育所等に採用された日から起算して５年を超え

９年以内の者」も本事業の対象者であった市町村のうち、令和６年度におい

て本事業の対象者が保育所等に採用された日から起算して５年以内又は６年

以内の者となる市町村に該当する市町村については、令和６年度に限り本事

業の対象者に、従前の例のとおり、次の者を加える。 

 

・ 保育所等に勤務する常勤の保育士のうち、保育所等に採用された日から起

算して５年を超え９年以内の者（令和６年３月 31 日時点において、令和３年

度から現に本事業による借り上げ支援を受けていた者に限る）。 

 

（３）令和４年度において「保育所等に採用された日から起算して５年を超え

８年以内の者」も本事業の対象者であった市町村のうち、令和６年度におい

て本事業の対象者が保育所等に採用された日から起算して５年以内又は６年

以内の者となる市町村に該当する市町村については、令和６年度に限り本事

業の対象者に、従前の例のとおり、次の者を加える。 

 

・ 保育所等に勤務する常勤の保育士のうち、保育所等に採用された日から起

算して５年を超え８年以内の者（令和６年３月 31 日時点において、令和４年

度から現に本事業による借り上げ支援を受けていた者に限る）。 

 

（４）令和５年度において「保育所等に採用された日から起算して５年を超え

７年以内の者」も本事業の対象者であった市町村のうち、令和６年度におい

て本事業の対象者が保育所等に採用された日から起算して５年以内又は６年

以内の者となる市町村に該当する市町村については、令和６年度に限り本事

業の対象者に、従前の例のとおり、次の者を加える。 

 



 

・ 保育所等に勤務する常勤の保育士のうち、保育所等に採用された日から起

算して５年を超え７年以内の者（令和６年３月 31 日時点において、令和５年

度から現に本事業による借り上げ支援を受けていた者に限る）。 

 

５ 留意事項 

（１）宿舎借り上げの費用について、他の補助事業等により、住居手当又はそれに

類する補助をしている場合には、対象としないこと。 

（２）未入居の月は、対象としないこと。 

（３）入居者から宿舎使用料を徴収している場合は、当該金額を差し引いた額を補

助する。 

（４）令和元年度から引き続き令和５年度において本事業の対象者であって、令和

６年度も引き続き本事業の対象となった者が、引き続き同じ宿舎に入居してい

る場合には、令和元年度の補助基準額を適用できること。 

（５）本事業は保育士の就業継続を含む保育士確保のための事業であることに鑑

み、本事業を実施する保育所等は、保育士の就業継続のための研修への積極的

参加を図るなど、保育士の就業継続に努めること。 

 

６ 費 用 

本事業に要する費用の一部について、国は別に定めるところにより補助するも

のとする。 

  


